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平成３０年労第７５号  

 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害給付の支給に関する

処分を取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、Ａ所在のＢ会社Ｃ事業部Ｄ工場に雇用され、荷役及び設備メンテナ

ンス業務に従事していた。 

２ 請求人は、平成○年○月○日、通勤途中、運転する普通乗用自動車で交差点に

おいて信号待ちをしていて青信号になり発進したところ、後方から大型貨物自動

車に追突され負傷した（以下「本件事故」という。）。 

請求人は、同日、Ｅ病院を受診し、「頚椎捻挫、腰椎捻挫」と診断され、同月

○日、Ｆクリニックに転医し、「頚部捻挫、腰部捻挫、バレー・リュー症候群」

と診断され、さらに、平成○年○月○日、Ｇ病院を受診し、「両眼白内障（外傷

性）」と診断され、療養の結果、平成○年○月○日に治癒（症状固定）した。 

３ 本件は、請求人が治癒後、障害が残存するとして障害給付を請求したところ、

監督署長は、請求人に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則（以下「労

災則」という。）別表第１に定める障害等級表上の障害等級（以下「障害等級」

という。）第１４級に該当するものと認め、同等級に応ずる障害給付を支給する

旨の処分（以下「本件処分」という。）をしたことにつき、請求人が本件処分を

不服として同処分の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が平成○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定を

したことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 
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第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

  （略） 

第４ 争  点 

請求人に残存する障害が、障害等級第１４級を超える障害に該当する障害である

と認められるか。 

第５ 審査資料 

   （略） 

第６ 理  由 

 １ 当審査会の事実認定 

 （略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、障害等級第１４級を超える残存障害がある旨主張するので、以下

検討する。 

（２）請求人に残存する頚部及び腰部の障害の程度については、決定書理由に説示

のとおり、頚部捻挫及び腰部捻挫により、頚部及び腰部に疼痛等が残存してい

ることが認められるが、画像所見においても器質的異常は認められず、明らか

な神経学的異常も認められないことから、いずれの障害も障害等級第１４級の

９(系列１３)「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時

疼痛を残すもの」に該当するものであると判断する。 

なお、同系列(系列１３)に該当する神経症状であることから、労災則第１４

条第４項により、準用第１４級に該当するものと判断する。 

（３）請求人が、後遺障害と主張するバレー・リュー症候群については、決定書理

由に説示のとおり、当審査会において一件記録を精査するも、バレー・リュー

症候群は認められないので、請求人の主張は採用することができない。 

（４）頚椎及び腰椎の可動域制限について、Ｈ医師は、平成○年○月○日付け診断

書及び平成○年○月○日付け症状所見書において、「疼痛伴う可動域制限あり」

と述べており、Ｉ医師も、同年○月○日付け鑑定書において、「心因性障害の

身体的特徴の一つと考えられる」と述べていることに鑑みると、当該可動域制

限は上記（２）の疼痛による障害として評価すべきものと判断する。 

（５）請求人は、本件事故に起因する精神障害に基づく後遺障害は障害等級第９級
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の７の２に該当すると主張する。しかし、請求人の主張する精神障害が本件事

故に基づく身体損傷を原因として生じたものであることを認めるに足りる客観

的かつ的確な資料はないことに照らし、請求人の主張は採用することができな

い。 

（６）以上のとおり、請求人に残存する障害は、決定書理由に説示のとおり、障害

等級準用第１４級に該当するものと判断する。 

（７）なお、請求人の主張について子細に検討したが、上記判断を左右するに足り

るものは見いだすことができなかった。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 


